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１．指導監査の基本的な考え方 

（１）基本理念 

社会福祉事業者等（介護、障害、保育といった社会福祉サービスを一般に提供す

る事業者をいう。）は、福祉サービスを必要とする市民が安全に安心して利用できる

よう、常に客観的な視点でサービスを見直すことにより、市民ニーズに応え、質の

高いサービスを提供する必要があります。 

また、社会福祉法人や社会福祉施設（以下「社会福祉法人等」という。）は、市民

から社会福祉事業の中心的な担い手として期待されており、指定介護保険サービス

事業所及び指定障害福祉サービス事業所等（以下「事業所等」という。）においては、

介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することが求められています。 

こうした市民の期待と信頼に応えるため、本市では、社会福祉法人等や事業所等

の指導監査を通じ、自主的・自立的なサービス提供の点検・改善などに必要な調査、指

導及び助言を行い、高齢者や児童、そして障害者（児）など、誰もが尊厳を持って、

住み慣れた地域で自分らしく生きがいと誇りを持って安心して暮らし続けられるよ

う利用者本位のサービス提供体制の確保に努めるとともに、これらが持続的に確保

されるよう継続的なきめ細かな指導監査をめざします。 

  

（２）指導監査体制 

 ■福祉指導監査課の体制とその役割 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 確認監査とは、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設等に対し、確認基準の遵守並びに

施設型給付費等の支給の適正化を図るために実施するもの。 
2 指導監督とは、児童福祉法等に基づき、認可外保育施設に対し、適正な保育内容及び保育環境が確保さ

れているか否かを確認するために実施するもの。 

・社会福祉法人の指導監査 

・社会福祉施設等（小規模保育事業、事業所内保育事業を含む）の指導監

査 

・特定教育・保育施設等の指導監査（以下「確認監査1」という。） 

・認可外保育施設等（病児保育事業を含む）の指導監督2 

・指定介護保険サービス事業者（介護保険施設含む）の指導監査 

・老人福祉法に規定する有料老人ホームの立入検査 

・指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援

事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定

障害児相談支援事業者の指導監査 

高齢事業者係 

障害事業者係 

法 人 指 導 係 
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（３）具体的な指導監査等の方法 

指導監査については、別に定める指導監査要綱や指導監査実施方針等に基づき、以下

の方法により行います。なお、度重なる指導にも関わらず改善されない、改善の見込み

がない、あるいは改善に対する姿勢が見受けられない場合などは、実地指導3から監査4に

切り替え対応します。 

 

① 様々な指導監査等 

・社会福祉法人・施設指導監査説明会、集団指導及び育成研修 

・一般監査、実地指導及び運営指導 

・監査 

 

② 社会福祉法人・施設指導監査説明会、集団指導及び育成研修 

・社会福祉法人・施設指導監査説明会及び育成研修は、社会福祉法人及び社会福祉法

人が経営する施設を対象に、指導監査の結果等や研修を講習会形式等で行います。 

・特定教育・保育施設等に対する集団指導は、確認基準の周知徹底を図るため講習会形

式等で行います。 

・指定介護保険サービス事業所及び指定障害福祉サービス事業所等に対する集団指

導は、あらかじめ実施日時、場所、指導内容等を定め、事前に文書により通知して実

施します。特段の理由もなく集団指導に参加できない、あるいは参加しない事業所等

には、運営指導を行います。なお、特段の理由がある場合は、別途、個別指導を行う

ことで、集団指導に参加したものとみなします。 

 

③ 一般監査、実地指導及び運営指導 

指導監査等については、対象となる社会福祉法人等や事業所等に対し実施日時等を、

事前に通知するとともに、以下のとおり行います。 

○社会福祉法人等関連 

・社会福祉法人             3年に1回を基本に実施 

・社会福祉施設（児童福祉施設を除く）  3年に1回を基本に実施 

 

                                                   
3 関係法令等の規定により、社会福祉法人等に対する実地指導を「指導監査」、確認監査に対しては「実地指導」、

指定介護保険サービス事業所及び指定障害福祉サービス事業所等に対しては「運営指導」、有料老人ホーム等に

対しては「立入検査」、認可外保育施設等に対しては「立入調査」とします。 
4 関係法令等の規定により、社会福祉法人等に対する監査を「特別監査」、確認監査及び指定介護保険サービス事

業所及び指定障害福祉サービス事業所等に対しては「監査」、認可外保育施設等に対しては「特別立入調査」と

します。 
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・児童福祉施設（小規模保育事業、事業所内保育事業を含む）  

1年に1回実施 

・確認監査（特定教育・保育施設等）   2年に1回を基本に実施 

・認可外保育施設（病児保育事業を含む） 1年に1回を基本に実施 

○高齢介護関連 

・指定介護保険サービス事業所       3年から6年に1回を基本に実施 

・老人福祉法に規定する有料老人ホーム   3年から6年に1回を基本に実施 

○障害福祉関連 

・指定障害者福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所 

及び指定特定相談支援事業所      概ね3年に1回実施  

・指定障害児通所支援事業所及び指定障害児相談支援事業所 

                    概ね3年に1回実施 

○その他 

利用者等からの相談や苦情などがあり、特に、実地による状況確認等が必要な場合に 

は、随時による運営指導を行います。 

 

④ 監査 

法人運営又は施設等の運営に重大な問題を有すると認められる場合及び不祥事

が発生した場合、又はそのおそれがあると認められる場合等に、監査を行います。 

また、利用者に対して、虐待を行ったと判断される場合又は疑われる場合、事

業内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合及び特

に監査の実施が必要と認められるとき、監査を行います。 

 

⑤ 指導監査実施方針等について 

別に定める指導監査実施方針については、前年度の指導監査の実施結果を踏まえ、毎

年度改正します。なお、改正にあたっては、本市には事例がないものの未然防止策とし

て指導監査実施方針の重点指導事項 5に加えるなど、社会福祉法人等や事業所等が適切

なサービス提供体制が維持・継続できるよう効果的な指導監査に努めます。 

 

                                                   
5 当該年度の指導監査を行うにあたって、前年度やこれまでの指導監査の実施結果から明らかとなった

課題等から、特に重要視すべき点を「指導監査実施方針の重点指導事項」とし、社会福祉法人・施設指

導監査説明会や集団指導を通じて指導を行い、社会福祉法人等に対して自主点検と自主改善を促しま

す。 
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２．社会福祉法人及び社会福祉施設等の実施状況 

（１）対象 

① 社会福祉法人 

指導監査の対象は、本市所管の社会福祉法人（市域内に社会福祉法人の本部を

設置し、市域内でのみ事業を行っている法人）です。 

なお、市域内に社会福祉法人の本部を設置しているが、本市以外の府内市町村

や他府県に跨って施設や事業を運営している場合は、大阪府が所管する社会福祉

法人として、大阪府が指導監査を行うことになります。 

 

② 社会福祉施設等 

指導監査の対象は、社会福祉法人の所轄庁が大阪府、他府県または政令指定都

市に関わらず、市域内にある本市所管の社会福祉施設及び社会福祉法人以外の設

置者（個人を含む）が経営する、市域内にある本市所管の児童福祉施設です。 

 

③ 特定教育・保育施設等 

確認監査の対象は、市域内にある施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に

係る施設及び事業者として本市が確認をした特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業です。 

 

④ 認可外保育施設等 

 指導監督の対象は、本市に届出があった市域内にある認可外保育施設及び病児

保育事業です。 
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表 1-1 

【令和 6 年度社会福祉法人及び社会福祉施設等所管数】 

 
社会福祉法人立 

所管数 

社会福祉法人立 

以外の所管数 
計 

社会福祉法人 28 法人  28 法人 

社会福祉施設等 

 特別養護老人ホーム 24 施設  24 施設 

 

軽費老人ホーム 3 施設  3 施設 

障害者支援施設 1 施設  1 施設 

特定教育・

保育施設等 

保育所 17 施設 32 施設 49 施設 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
15 施設 33 施設 48 施設 

 小規模保育事業 4 事業所 10 事業所 14 事業所 

 事業所内保育事業  1 事業所 1 事業所 

 幼稚園型認定こども園  11 施設 11 施設 

 幼稚園（新制度）  8 施設 8 施設 

注）令和 6 年 4 月 1 日現在の法人及び施設数 

 

認可外保育施設等 
社会福祉法人立 

届出数 

社会福祉法人立 

以外の届出数 
計 

 
認可外保育施設 

（居宅訪問型保育事業含む） 
5 施設 69 施設 74 施設 

 病児保育事業  3 事業所 3 事業所 

注）令和 6 年 4 月 1 日現在の届出数 
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参考【令和 5年度社会福祉法人及び社会福祉施設等所管数】 

 
社会福祉法人立 

所管数 

社会福祉法人立 

以外の所管数 
計 

社会福祉法人 29 法人  29 法人 

社会福祉施設等 

 特別養護老人ホーム 24 施設  24 施設 

 

軽費老人ホーム 3 施設  3 施設 

障害者支援施設 1 施設  1 施設 

特定教育・

保育施設等 

保育所 17 施設 31 施設 48 施設 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
15 施設 33 施設 48 施設 

 小規模保育事業 4 事業所 11 事業所 15事業所 

 事業所内保育事業  1 事業所 1 事業所 

 幼稚園型認定こども園  9 施設 9 施設 

 幼稚園（新制度）  7 施設 7 施設 

注）令和 5 年 4 月 1 日現在の法人及び施設数 

 

認可外保育施設等 
社会福祉法人立 

届出数 

社会福祉法人立 

以外の届出数 
計 

 
認可外保育施設 

（居宅訪問型保育事業含む） 
5 施設 69 施設 74 施設 

 病児保育事業  3 事業所 3 事業所 

注）令和 5 年 4 月 1 日現在の届出数 
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（２）実施状況 

① ⅰ社会福祉法人・施設指導監査説明会及びⅱ集団指導 

≪ⅰ社会福祉法人・施設指導監査説明会及びⅱ集団指導≫ 

・開催期間   ⅰ 令和 6年 6 月下旬から約 4 週間 

        ⅱ 令和 6年 7 月中旬から約 4 週間 

・開催手法   動画配信（YouTube） 

・視聴回数   ⅰ 165 回 

        ⅱ 314 回 

・内   容 【ⅰ社会福祉法人・施設指導監査説明会】 

1. 令和 5 年度社会福祉法人等指導監査結果について 

2. 令和 6 年度社会福祉法人等指導監査実施方針について 等 

       【ⅱ集団指導】 

        1. 指導監査について 

        2. 令和 5年度指導監査の実施状況 

        3. 主な留意事項について 

        4. その他 

 

② 指導監査 

ⅰ）社会福祉法人 

本市が所管する 28 法人のうち、令和 6 年度は、表 1-2 のとおり実施しました。 

 

表 1-2 

【社会福祉法人の実施状況】（令和 6 年度） 

 

 

 

 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭）  助言数 

社会福祉法人 28 9 9  59(43・16) 6 

 
特別養護老人ホーム 5 1 1 5(0・5) 0 

 
保育所 10 3 3 21(19・2) 2 

 
その他 13 5 5 33(24・9) 4 
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参考【社会福祉法人の実施状況】（令和 5年度） 

 

ⅱ）社会福祉施設等 

本市が所管する 140 施設のうち、令和 6 年度は、表 1-3 のとおり実施しました。 

 

 

表 1-3 

【社会福祉施設等の実施状況】（令和 6 年度） 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

老人福祉施設 27 6 6 13（6・7） 15 

 

特別養護老人ホーム 24 6 6 13（6・7) 15 

軽費老人ホーム 3 0 0 0(0・0) 0 

障害者支援施設 1 0 0 0(0・0) 0 

 障害者支援施設 1 0 0 0(0・0) 0 

児童福祉施設等 112 112 112 104（51・53） 130 

 

保育所 49 49 49 52（27・25） 76 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
48 48 48 32（14・18） 31 

小規模保育事業 14 14 14 19（9・10） 23 

 事業所内保育事業 1 1 1 1（ 1・ 0） 0 

合  計  140 118 118 117（57・60） 145 

注）幼稚園型認定こども園及び幼稚園（新制度）は、確認監査のみ実施しているため省略。 

 

 

 

 

 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭）  助言数 

社会福祉法人 29 9 9  63(48・15) 7 

 
特別養護老人ホーム 5 1 1 7(4・3) 0 

 
保育所 10 3 3 25(18・7) 3 

 
その他 14 5 5 31(26・5) 4 
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参考【社会福祉施設等の実施状況】（令和 5 年度） 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

老人福祉施設 27 10 10 12（5・7） 27 

 

特別養護老人ホーム 24 7 7 7(3・4) 24 

軽費老人ホーム 3 3 3 5(2・3) 3 

障害者支援施設 1 0 0 0(0・0) 0 

 障害者支援施設 1 0 0 0(0・0) 0 

児童福祉施設等 112 112 112 175（103・72） 91 

 

保育所 48 48 48 84（53・31） 41 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
48 48 48 43（20・23） 20 

小規模保育事業 15 15 15 46（29・17） 30 

 事業所内保育事業 1 1 1 2（ 1・ 1） 0 

合  計  140 122 122 187（108・79） 118 

注）幼稚園型認定こども園及び幼稚園（新制度）は、確認監査のみ実施しているため省略。 

 

ⅲ）確認監査 

本市が所管する 131 施設のうち、令和 6 年度は、表 1-4 のとおり実施しました。 

 

表 1-4 

【確認監査の実施状況】（令和 6 年度） 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

特定教育・保育施設等 131 68 68 55（46・9） 5 

 

保育所 49 26 26 9（8・1） 1 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
48 25 25 5（4・1） 1 

小規模保育事業 14 7 7 3（3・0） 0 

 

事業所内保育事業 1 1 1 0（0・0） 0 

幼稚園型認定こども園 11 4 4 9（7・2） 0 

幼稚園（新制度） 8 5 5 29（24・5） 3 
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参考【確認監査の実施状況】（令和 5 年度） 

 

 
所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

特定教育・保育施設等 128 71 71 80（64・16） 5 

 

保育所 48 29 29 11（10・1） 0 

幼保連携型認定こども園 

（公立含む） 
48 23 23 6（5・1） 2 

小規模保育事業 15 9 9 10（9・1） 0 

 

事業所内保育事業 1 0 0 0（0・0） 0 

幼稚園型認定こども園 9 5 5 7（4・3） 0 

幼稚園（新制度） 7 5 5 46（36・10） 3 

 

 

ⅳ）指導監督 

本市に届出があった 77 施設等のうち、令和 6 年度は、表 1-5 のとおり実施しました。 

 

 

表 1-5 

【指導監督の実施状況】（令和 6 年度） 

 

 
届出数 計画数 実施数 

指導数 

（文書・口頭） 
助言数 

証明書 

交付数6 

認可外保育施設 

（居宅訪問型保育事業含む） 
74 68 68 35（20・15） 13 66 

病児保育事業 3 3 3 0（ 0・ 0） 0  

合  計  77 71 71 35（20・15） 13 66 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 指導監督基準の全項目について適合していることを確認した場合、また、改善指導を行った場合でも、

その指導事項の改善状況の確認により、全項目について適合していることを確認した場合には、認可外

保育施設のうち届出対象施設については「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付して

います。 
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参考【指導監督の実施状況】（令和 5 年度） 

 

 
届出数 計画数 実施数 

指導数 

（文書・口頭） 
助言数 

証明書 

交付数 

認可外保育施設 

（居宅訪問型保育事業含む） 
74 66 66 62（48・14） 4 64 

病児保育事業 3 3 3 1（1・ 0） 0  

合  計  77 69 69 63（49・14） 4 64 

 

 

（３）主な指導事項 

   9 法人及び 198 施設に対し、指導監査を実施した結果、全体で 266 件（文書指

導 166 件、口頭指導 100 件）の指導及び 169 件の助言を行いました。 

   法人及び施設に対する主な指導事項は以下のとおりです。 

 

① 社会福祉法人 

○本部運営 

・評議員会及び理事会の開催について 

  定時評議員会及び決算理事会を開催する際は、招集通知を各開催の１週間前まで

（中７日間を空ける）に通知し、定時評議員会は決算理事会から中 2 週間空けて開

催する必要があります。また、法人の決算の手続きは、毎会計年度終了後、３か月

以内に資産総額の登記をするとともに計算書類等を所轄庁へ届出ることになります。

法人運営に係る決算手続に必要な期間に留意して、予定を組み、適切に手続きを進

めるよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇理事会を招集する際は、理事会の日の１週間（中 7 日）前までに各役員に対して

その通知を発出すること。 

〇定時評議員会は計算書類等の備え置き及び閲覧に係る規定との関連から開催は、理事

会と 2 週間（中 14 日）以上の間隔を確保すること。 

〇理事長は、監事による監査報告を受けてから、理事会と評議員会で計算書類等の承認

を受けること。 
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○本部会計 

・経理規程について 

社会福祉法人は、会計基準省令に基づく適正な会計処理のための必要な事項につい

て経理規程を定めています。経理規程においては、法令等会計基準省令及び定款に定

めるものの他、社会福祉法人が会計処理を行うために必要な事項（予算・決算の手続

等）について経理規程に定めています。社会福祉法人における会計面の業務執行に関

する基本的な取扱いを定めるとともに、経理規程を遵守するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

・附属明細書について 

附属明細書は、社会福祉法人が各会計年度に貸借対照表等の計算書類とともに作成

しなければならない書類になります。 

計算書類の内容を補足する重要な事項を表示するもので、附属明細書を含む計算書

類等は、社会福祉法人の財務内容を明らかにし、施設の利用者、その他の家族、利害

関係者をはじめ一般市民に公開するものであるため、会計基準に則した附属明細書を

作成するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書と計算書類の金額が一致

しないため、是正すること。 

〇事業活動収支計算書の国庫補助金等特別積立金の計上に誤りがあるため、是正す

ること。 

○経理規程の内容を会計基準省令に準拠するよう改定すること。 
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② 社会福祉施設等 

○職員処遇 

・避難及び消火訓練について 

高齢者施設は年 2 回、児童福祉施設は毎月１回以上の実施が必要であるため、利用

者、職員を含めて訓練を実施するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

・職員の健康診断について 

 事業者は職員の健康管理を適切に行う必要がありますが、職員の雇入前健康診断の

未提出及び職員に対する定期健康診断の一部未実施の状況が見受けられたため、適切

に行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

○利用者支援 

・施設内の安全管理について 

社会福祉施設等は、安全・安心な生活環境を利用者に提供することが責務です。安

全計画において、事故等を未然に防ぐことであり、また施設の運営者、管理者、職員

がそれぞれの持ち場・立場を明確にして全員で取り組むことが安全（危機）管理に繋

がります。 

安全計画に基づき、職員・児童等に周知することや計画に基づいて研修等の実施に

ついて記録を行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

○安全計画を策定すること。また安全計画について職員・児童等利用者に周知、研

修等を実施し、記録すること。 

〇緊急時に速やかに対応できるよう必要な訓練（避難及び消火訓練）を実施するこ

と。 

 

〇職員の健康診断は年 1 回実施し、結果を保管すること。 

〇採用時に提出させる健康診断結果について、徴取し、結果を保管すること。 



 

14 

○食事提供 

・衛生管理について 

加熱調理した食品については中心温度を計測し、加熱温度管理を行う必要がありま

す。調理が終了した食品は速やかに提供できるように工夫するか、調理終了後 30 分以

上を要する場合は、温度管理や搬出時刻の記録により、食中毒を防ぐことが重要なた

め、調理終了後の食事提供まで適切に温度管理を行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

○施設会計 

・経理規程に基づく会計管理について 

経理規程に定める内容と運営実態が一致しない運用を行っている施設が見受けられ

たため、経理規程に基づく運用を行うか、実態に則した経理規程の改正を行うか検討

するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

・私立保育所に対する委託費の経理等について 

私立保育所に対する委託費は「子ども・子育て支援法附則第 6 条の規定による私立

保育所に対する委託費の経理等について」（平成 27 年 9 月 3 日府子本第 254 号・雇児

発 0903 第 6 号）により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。 

委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として

認められております。弾力運用に当たっては、こども事業課に事前協議・事前承認等

を要する場合がありますが、手続きを行っていない施設が見受けられたため、手続き

を行うよう指導しました。 

 

〇小口現金の運用について、経理規程で規定されている保管限度額を超過していた

ため、経理規程に基づく運用を行うか実態に則して改正すること。 

 

○調理終了後、食事提供までに 30 分以上を要する場合は、10℃以下または 65℃以

上で保存し、必要な時刻及び温度の記録を行うこと。 

〇調理終了後、速やかに提供し、喫食すること。 
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【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

③ 確認監査 

・運営規程と重要事項説明書について 

 運営規程は園の管理規程として定めるものであり、重要事項説明書は保護者に説明

し同意を得たうえで交付するものです。 

 内容が実態と相違しているため、実態と一致するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

・各種加算等における職員配置について 

 公定価格における各種加算の認定は「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関

する基準等の実施上の留意事項について」に基づいて、施設型給付費等の支給の適正

化のため、加算等の要件を満たしている場合に各種加算を支給しています。 

 該当する加算を申請している場合に、加算等の要件を一部満たしていない施設が見

受けられたため、指導しました。 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇積立資産支出および当期資金収支差額合計の合計額が、収入決算額の５％以上に

相当しているため、こども未来部こども事業課へ所定の報告をすること。 

〇別表５の経費充当額が限度額（当該年度委託費の 3 ヵ月分） を超過しているの

で、こども未来部こども事業課へ所定の報告をすること。 

〇運営規程に記載されている利用者負担金と、重要事項説明書（入園のしおり）に

記載されている実費徴収金の金額が相違しているので、実態と一致させること。 

〇処遇改善加算にかかる賃金改善残額があるため、職員に対し支給を行うこと。 

〇主任保育士専任加算などの職員配置の加算について、支給要件を確認し、適切に

職員の配置を行うこと。 
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④ 認可外保育施設等 

・健康管理、安全確保について 

 安全計画について、施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、

取組等と含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する事項を計画し、

児童の安全確保に配慮した保育を実施するため策定が義務付けられました。このため

安全計画の策定と職員・保護者への周知、計画に基づく研修や実施について指導しま

した。 

 また、労働安全衛生法に基づく定期健康診断は、常時使用する労働者について、そ

の健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患

の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどを目的として事業者により実

施されるものであるため、1 年に 1回、健康診断を実施するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安全計画を策定すること。 

○職員の健康診断は、1 年に 1 回、実施すること。 
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（５）対策 

① 社会福祉法人・施設指導監査説明会及び集団指導の実施 

動画を活用した手法により、本市所管の法人・施設を対象に指導監査説明会及

び特定教育・保育施設等を対象に集団指導を実施し、令和 6 年度の指導監査の結

果や重点指導内容等の周知、情報の提供を行います。 

このことにより、持続的な法人・施設運営と、利用者の立場に立ったサービス

提供の維持・向上を図ります。 

② 計画的な指導監査の実施 

令和 7 年度においても指導監査の重点指導事項を定め、周知徹底することによ

って、自主点検及び自主改善を促すとともに、指導監査を計画的に行うことによ

り、法人及び施設の育成に努めます。 

 

（６）令和 7年度指導監査の主な重点指導事項 

令和 7 年度の指導監査における主な重点指導事項は、前年度の指導監査、社会

福祉法の改正等を踏まえたうえで、以下のとおりとします。 

○本部運営 

役員等の選任及び理事長の選定について 

理事長及び業務執行理事による理事会への報告について 

評議員会及び理事会の開催及び決議について 

評議員会及び理事会の議事録について 

   地域における公益的な取組について 

≪ⅰ社会福祉法人・施設指導監査説明会及びⅱ集団指導≫ 

・開催期間   ⅰ令和 7年 6 月下旬から 4週間程度 

        ⅱ令和 7年 7 月中旬から 4週間程度 

・開催手法   動画配信（YouTube） 

・内   容 【ⅰ社会福祉法人・施設指導監査説明会】 

1. 令和 6 年度社会福祉法人等指導監査結果について 

2. 令和 7 年度社会福祉法人等指導監査実施方針について 等 

       【ⅱ集団指導】 

        1.指導監査について 

        2.令和 6年度指導監査の実施状況 

        3.主な留意事項について 

        4.その他 
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○本部会計 

財務管理の状況について 

  社会福祉法人会計基準に基づいた計算書類等について 

○職員処遇 

   職員配置について 

   非常災害対策計画・避難確保計画について 

   職員の確保及び定着化について 

 ○利用者支援 

   個人情報の取扱いについて 

   施設内外の安全管理について 

   虐待防止・身体的拘束の原則禁止について 

   事故発生の防止及び発生時の対応について 

   避難・消防等訓練について 

   子どもへの関わりについて 

   子どもの権利擁護について 

○食事提供 

   衛生管理（検査用保存食・記録）について 

   栄養管理（給与栄養目標量）について 

○施設会計 

財務管理の状況について 

会計事務の執行管理体制について 

   社会福祉法人会計基準に基づいた計算書類等について 

   委託費の弾力運用について（保育所） 

○確認監査 

事故防止について 

職員配置について 

運営規程と重要事項説明書について 

利用契約の締結について 

施設型給付費等の請求等（処遇改善加算・基本加算・特定加算）について 
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３．介護保険サービス事業者、有料老人ホーム等の実施状況 

（１）対象 

指導監査の対象は、指定等を受けている全ての介護保険サービス事業者、有料

老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅とし、介護保険法に基づく運営指導

については、原則として 3～6年に 1 回の頻度で行えるよう計画的に対象事業者を

選定します。 

  令和 6 年度の運営指導については、市に寄せられた苦情相談、事故報告の内容、

給付実績、前回の運営指導等を勘案して対象事業者を選定しました。 

業務管理体制の整備に関する確認検査における対象は、指定等を受けている事

業所等の所在地が全て本市に所在する事業者となっており、対象事業者を選定し

実施します。 
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表 2-1  

【介護保険サービス事業者指定数及び有料老人ホーム等届出数】 

居宅サービス（予防含む） 

訪問介護 191 

訪問入浴介護 10 

訪問看護 159 

訪問リハビリテーション 12 

居宅療養管理指導 2 

通所介護 66 

通所リハビリテーション 70 

短期入所生活介護 44 

短期入所療養介護 20 

特定施設入居者生活介護 39 

福祉用具貸与 65 

特定福祉用具販売 66 

地域密着型サービス（予防含む） 

夜間対応型訪問介護 1 

認知症対応型通所介護 11 

小規模多機能型居宅介護 35 

地域密着型通所介護 49 

認知症対応型共同生活介護 60 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3 

看護小規模多機能型居宅介護 2 

居宅介護支援 居宅介護支援 148 

介護予防支援 介護予防支援 7 

介護保険施設 
介護老人福祉施設 14 

介護老人保健施設 10 

①  合 計 1,094 

有料老人ホーム 56 

サービス付き高齢者向け住宅 39 

   ② 合 計  95 

① +② 総  計 1,189 

注）令和 6 年 4 月 1 日現在の指定等の数 市外事業者を除く 
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【豊中市介護予防・日常生活総合事業 事業者指定数】 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス 165 

訪問型サービスＡ 78 

① 合 計  243 

通所型サービス 通所介護相当サービス 104 

通所型サービスＡ 16 

② 合 計  120 

①+② 総  計  363 

注）令和 6 年 4 月 1 日現在の指定等の数 市外事業者を除く 

 

（２）重点指導事項 

『令和 6 年度豊中市介護保険事業者等指導実施方針』における「最重点指導事

項」及び「重点指導事項」は以下のとおりです。 

「最重点指導事項」 

（重点指導事項の中でも特に重要なものとして、比重を置いた指導を行うもの） 

・  高齢者虐待の防止 

・  身体的拘束等の原則禁止 

 

「重点指導事項」 

① 人員、設備及び運営に関する事項 

  ・ 高齢者虐待の防止 

  ・ 身体的拘束等の原則禁止 

・ 各サービス計画の作成 

・ 衛生管理等 

・ 業務継続計画の策定等 

・  事故発生時の対応 

  ・ 勤務体制の確保等 

 

② 介護報酬の請求に関する事項 

・  報酬基準等に基づいた介護報酬の請求 
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（３）実施状況  

① 集団指導 

   サービス種別毎に以下のとおり、市ホームページ上で集団指導を行いました。 

欠席事業者には、個別指導を実施しました。 

 

ⅰ 介護保険サービス事業者等 

・ 実施期間    令和 6 年 5 月 31 日～令和 6 年 7 月 31 日 

・ 出席数     742 事業所 

・ 欠席数       7 事業所 

 ・ 内容      指導に関する事項 

豊中市における指定・運営 

          事業運営上の留意事項  等 

 

 ⅱ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

・ 実施期間    令和 6 年 12 月 4 日～令和 7 年 1 月 17 日 

・ 出席数     99 施設 

・ 欠席数      0 施設 

・ 内容      豊中市有料老人ホーム設置運営指導指針について 

その他情報提供  等 

 

② 運営指導 

本市が所管する指定介護保険サービス事業所のうち、令和 6 年度の運営指導等に

ついては、市に寄せられた苦情相談、事故報告の内容、給付実績、前回の運営指導

等を勘案して対象事業所を選定し実施しました。
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表 2-2  

【サービス分類ごとの運営指導等実施状況】（令和 6年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

居宅サービス（予防含む） 744 117 130 885(467・418) 684 

地域密着型サービス（予防含む） 171 43 39 176(79・97) 281 

居宅介護支援 148 25 33 163(104・59) 197 

介護予防支援 7 0 0 0 0 

介護老人福祉施設 14 5 5 21(12・9) 23 

介護老人保健施設 10 4 4 20(8・12) 31 

有料老人ホーム 56 16 16 41(16・25) 0 

サービス付高齢者向け住宅 39 8 8 82(32・50) 0 

豊中市介護予防・日常生活総合事業 363 65 72 372(201・171) 353 

合  計  1,552 283 307 1,760(919・841) 1,569 

注）所管数は令和 6 年 4 月 1日現在の指定等の数 

 

参考【サービス分類ごとの運営指導等実施状況】（令和 5 年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

居宅サービス（予防含む） 681 122 114 921(145・776) 577 

地域密着型サービス（予防含む） 175 44 41 283(61・222) 183 

居宅介護支援 146 30 25 294(67・227) 342 

介護予防支援 7 0 0 0 0 

介護老人福祉施設 14 3 4 8(1・7) 9 

介護老人保健施設 10 3 3     12(2・10) 14 

有料老人ホーム 56 14 12 100(28・72) 0 

サービス付高齢者向け住宅 38 10 10 47(7・40) 0 

豊中市介護予防・日常生活総合事業 394 59 49 441(34・407) 254 

合  計  1,521 285 258 2,106(345・1,761) 1,379 

注）所管数は令和 5 年 4 月 1日現在の指定等の数 
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表 2-3  

【サービス種別ごとの運営指導等実施状況】（令和 6年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

居宅 

サービス 

（予防含む） 

訪問介護 191 35 40 255(153・102) 234 

訪問入浴介護 10 4 0 0 0 

訪問看護 159 20 26 283(157・126) 158 

訪問リハビリテーション 12 4 4 11(4・7) 10 

居宅療養管理指導 2 0 0 0 0 

通所介護 66 7 9 57(37・20) 47 

通所リハビリテーション 70 8 8 38(21・17) 36 

短期入所生活介護 44 12 12 32(20・12) 36 

短期入所療養介護 20 8 8 31(13・18) 50 

特定施設入居者生活介護 39 7 7 32(21・11) 29 

福祉用具貸与 65 6 8 85(20・65) 48 

特定福祉用具販売 66 6 8 61(21・40) 36 

地域密着型 

サービス 

（予防含む） 

夜間対応型訪問介護 1 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 11 4 4 28(12・16) 30 

小規模多機能型居宅介護 35 16 14 44(15・29) 126 

地域密着型通所介護 49 10 8 72(41・31) 47 

認知症対応型共同生活介護 60 12 12 30(10・20) 73 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10 1 1 2(1・1) 5 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 2 0 0 0 0 

居宅介護支援 居宅介護支援 148 25 33 163(104・59) 197 

介護予防支援 介護予防支援 7 0 0 0 0 

介護保険施設 
介護老人福祉施設 14 5 5 21(12・9) 23 

介護老人保健施設 10 4 4 20(8・12) 31 

①  合  計 1,094 194 211 1,265(670・595) 1,216 

有料老人ホーム 56 16 16 41(16・25) 0 

サービス付き高齢者向け住宅 39 8 8 82(32・50) 0 

②  合  計 95 24 24 123(48・75) 0 

① +② 総  計 1,189 218 235 1,388(718・670) 1,216 



 

25 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス 165 30 35 192（102・90） 175 

訪問型サービスＡ 78 15 17 85（47・38） 87 

③  合  計 243 45 52 277（149・128） 262 

通所型サービス 通所介護相当サービス 104 16 16 85（46・39） 80 

通所型サービスＡ 16 4 4 10（6・4） 11 

④  合  計 120 20 20 95（52・43） 91 

③+④ 総  計 363 65 72 372（201・171） 353 

① ＋②＋③+④ 総  計 1,552 283 307 1,760（919・841） 1,569 
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参考【サービス種別ごとの運営指導等実施状況】（令和 5 年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

居宅 

サービス 

（予防含む） 

訪問介護 196 32 26 350(44・306) 211 

訪問入浴介護 10 0 0 0 0 

訪問看護 150 18 18 199(40・159) 54 

訪問リハビリテーション 10 6 6 18(0・18) 14 

居宅療養管理指導 2 0 0 0 0 

通所介護 66 10 10 81(29・52) 47 

通所リハビリテーション 18 6 6 24(4・20) 14 

短期入所生活介護 44 14 16 32(10・22) 40 

短期入所療養介護 20 6 6 20(0・20) 16 

特定施設入居者生活介護 35 10 10 20(2・18) 55 

福祉用具貸与 66 12 8 90(8・82) 72 

福祉用具販売 64 8 8 87(8・79) 54 

地域密着型 

サービス 

（予防含む） 

夜間対応型訪問介護 1 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 13 5 5 43(10・33) 22 

小規模多機能型居宅介護 35 9 7 68(17・51) 24 

地域密着型通所介護 50 9 8 79(13・66) 44 

認知症対応型共同生活介護 60 16 16 66(10・56) 54 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10 4 4 14(5・9) 30 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 0 0 0  0 

看護小規模多機能型居宅介護 2 1 1     13（6・7） 9 

居宅介護支援 居宅介護支援 146 30 25 294(67・227) 342 

介護予防支援 介護予防支援 7 0 0 0 0 

介護保険施設 
介護老人福祉施設 14 3 4 8(1・7) 9 

介護老人保健施設 10 3 3 12(2・10) 14 

①合 計 1,033 202 187 1,518(276・1,242) 1,125 

有料老人ホーム 56 14 12 100(28・72) 0 

サービス付き高齢者向け住宅 38 10 10 47(7・40) 0 

②合 計 94 24 22 147(35・112) 0 

①+② 総  計  1,127 226 209 1,665(311・1,354) 1,125 
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 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス 173 28 21 209（12・197） 120 

訪問型サービスＡ 89 14 12 115(6・109) 67 

③ 合 計 262 42 33 324（18・306） 187 

通所型サービス 通所介護相当サービス 109 17 16 117（16・101） 67 

通所型サービスＡ 23 0 0 0 0 

④ 合 計 132 17 16 117（16・101） 67 

③+④ 総  計 394 59 49 441（34・407） 254 

①＋②＋③+④ 総  計 1,521 285 258 2,106（345・1,761） 1,379 

 

（４）行政処分 

   対象なし 

   

（５）主な指導事項 

① 虐待の防止について 

 虐待は高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高い行為である

ことを伝え、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の未然防止、

虐待等の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応が重要であるという観点から虐

待の防止に取り組むよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図ること。 

○虐待の防止のための指針を整備すること。 

○従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

〇以上 3 項目を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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② 身体的拘束等の原則禁止について 

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはいけないこと、身体的

拘束等を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の 3 要件を満たしていることを

確認するよう指導しました。また、3 要件を満たしていない場合、本人・家族の同

意がない場合の身体的拘束等は高齢者虐待に相当することを説明するとともに、

行った場合は解除に向けて努力するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 各サービス計画の作成について 

サービス計画の作成は、計画作成に係る一連のプロセス（アセスメント→サー

ビス計画原案作成→多職種で協議→利用者への説明、同意、交付→計画に基づい

たサービス提供→モニタリングなど→必要に応じてサービス計画の変更）が適切

になされ、利用者ごとのニーズに応じた個別ケアが行われるよう指導しました。 

また、サービス計画の更新の際も一連のプロセスを実施するよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

○当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。 

○身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

○身体的拘束等の実施にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合であるかを多職種で検討

し、その内容を書面で確認できるようにすること。 

○利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業

者と協議の上、援助や機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービス内容等を記載したサービス計画を適切に作成すること。 

○サービス計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意

を得ること。 

○サービス計画を利用者に交付すること。 

○サービス計画について、その実施状況の把握を適切に行い、必要に応じてサ

ービス計画の変更を行うこと。 
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④ 事故発生時の対応 

サービスの提供にあたって事故が発生した場合、適切な処置を行い、市や利用

者の家族等に連絡を行うとともに記録を残し、同様の事故が起こることがないよ

う、原因究明や事故防止策を講じる必要があることを指導しました。利用者が安

心してサービスの提供を受けることができるよう、事故発生時の速やかな対応が

求められることを指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 勤務体制の確保等 

   勤務していることがタイムカードなどで確認できない、時間帯における必要な

人員を確保できていない事例について指導しました。 

また、人員に関する要件が設けられている加算についても、他サービスと兼務

したり、専従していることが確認できなかったため、事業者ごとに従業者の日々

の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機

能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係を明確にするよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事故発生の防止及び発生時の対応について、事故発生の防止のための指針に入

所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を盛り込むこと。 

○事故発生時の対応について、サービス提供により事故が発生した場合は、市に

連絡を行うこと。 

○事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合には、その

分析を通じた改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

○原則として月ごとの勤務表を作成し、看護職員の兼務関係等を明確にすること。 

○介護職員の資質の向上のために、その研修の機会が確保されていることが記録

から確認できなかったので、確認できるようにすること。 

○共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にすること。 
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⑥ 介護給付費等の算定及び取扱いについて 

加算とは一定の要件（算定要件）に適合したサービスについて、基本報酬に上

乗せされるものです。算定要件に適合していなければ不適切な加算となり、過誤

調整などの対象となります。 

各事業者は、各種加算の算定時には、確認できる資料や記録にもれがないか複

数でチェックする体制を整備するなど、事業所として取り組むよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）対策 

① 集団指導の実施 

介護保険サービス事業者等に対する集団指導は、利用者の立場に立ったサービ

ス提供を維持・向上するため、令和 6 年度の指導監査の実績等を踏まえて、サー

ビス提供や事業運営上の留意事項などの周知徹底を図ります。令和 7 年度の介護

保険サービス事業者等に対する集団指導は、令和 6 年度に引き続き市ホームペー

ジ上で実施する予定です。 

 

 

 

 

 

②  計画的な運営指導の実施 

令和 7 年度運営指導の重点指導事項を定め周知徹底することにより、事業者の

自主点検及び自主改善を促すとともに、引き続き運営指導を計画的に行うことに

より事業者の育成に努めます。また、指導の重点化・効率化を図るため、3年から

6年に１回の周期で運営指導を行います。 

 

◆ 集団指導開催時期（予定） 

・介護保険サービス事業者等          令和 7 年 6月 

・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 令和 7 年 12 月 

○人員の欠如減算については、早急に指定基準に定められた員数の従業者を配置

すること。 

○サービス提供体制強化加算について、人員基準欠如に該当する日は算定しない

こと。 

○看取り介護加算の算定要件を満たした上で加算を算定すること。 
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（７）令和 7年度運営指導の重点指導事項 

   令和 7 年度の運営指導における重点指導事項は以下のとおりとします。 

① 運営指導における重点指導事項 

運営指導については、 

①高齢者虐待の防止 ②身体的拘束等の原則禁止 ③各サービス計画の作成 

④衛生管理等 ⑤業務継続計画の策定等 ⑥事故発生時の対応  

⑦勤務体制の確保等 

の 7 点を令和 7 年度の重点指導事項とします。 

   また、7 点の重点指導事項の中でも、特に①高齢者虐待の防止 ②身体的拘束

等の原則禁止については、これらの事項に違反していることを以って指導を行い、

利用者の尊厳保持の観点からも極めて重要な事項であるため、特に比重を置き、

「最重点指導事項」として指導を行います 

 

 

 

運営指導における最重点指導事項 

①高齢者虐待の防止 

②身体的拘束等の原則禁止 

 

 

 

運営指導における重点指導事項  

① 高齢者虐待の防止    （再掲） 

② 身体的拘束等の原則禁止 （再掲） 

③ 各サービス計画の作成 

④ 衛生管理等 

⑤ 業務継続計画の策定等 

⑥ 事故発生時の対応 

⑦ 勤務体制の確保等 
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② 報酬請求指導における重点指導事項 

   報酬請求指導については、「報酬基準等に基づいた介護報酬の請求」を重点指導

事項とし、報酬基準に基づいた実施体制の確保や各種加算及び減算の考え方に関

する指導を実施することにより、保険給付の適正化を図ることができるようサー

ビス事業者等の支援を行います。 

   

報酬請求指導における重点指導事項 

              ○報酬基準等に基づいた介護報酬の請求 

   

 

（８）業務管理体制の整備に関する確認検査 

① 一般検査 

業務管理体制の整備に関する届出内容の確認（一般検査）については、業務管

理体制の整備に関する事項の届出がある事業者で本市に立入検査等の事務・権限

がある事業者のうち、50 事業者に対し実施しました。 

いずれも業務管理体制の整備・運用状況は概ね適正と認められました。 

 

【実施状況】（令和 6 年度） 

50 事業者 

 

参考【実施状況】（令和 5年度） 

50 事業者 

 

② 特別検査 

特別検査は、指定介護保険サービス事業所等の指定取消相当の事案が発覚した

場合に、当該サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び

組織的関与の有無を検証するため実施します。 

   令和 6年度は、対象事業者はありませんでした。 
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４．障害福祉サービス事業者等の実施状況 

（１）対象 

   指導監査の対象は、指定を受けている全ての指定障害福祉サービス事業者、指

定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者（以下「指

定障害福祉サービス事業者等」という。）、指定障害児通所支援事業者及び指定障

害児相談支援事業者（以下「指定障害児通所支援事業者等」という。）とし、障害

者総合支援法及び児童福祉法に基づく運営指導については、原則として概ね 3 年

に 1 回の頻度で行うことを目標に、計画的に対象事業者を選定し実施します。ま

た、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく監査については、利用者に対して

虐待を行ったこと疑うに足る理由のある事業者、介護給付費等の不正請求の疑い

のある事業者等を対象に実施します。 

   業務管理体制の整備に関する確認検査については、本市に業務管理体制の整備

に関する届出を行っている指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支

援事業者等が対象となり、対象事業者を選定し実施します。 
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 表 3-1 
【障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等指定数】 

自立支援給付 

相談支援 
地域相談支援 44 

計画相談支援 31 

訪問系 

居宅介護 176 

重度訪問介護 156 

同行援護 81 

行動援護 16 

短期入所 10 

日中活動系 

療養介護 1 

生活介護 44 

就労継続支援 A 型 5 

就労継続支援 B 型 37 

就労移行支援 11 

自立訓練 3 

就労定着支援 7 

自立生活援助 1 

居住系 
共同生活援助 33 

障害者支援施設 1 

地域生活支援事業 地域生活支援※ 

移動支援 135 

日中一時支援 2 

訪問入浴 4 

施設入浴 1 

地域活動支援 2 

障害福祉サービス事業者 ①合計 801 

障害児通所支援給付及び

障害児相談支援給付 

障害児通所支援 

児童発達支援 68 

放課後等デイサービス 81 

居宅訪問型児童発達支援 1 

保育所等訪問支援 4 

障害児相談支援 障害児相談支援 27 

障害児通所支援事業者等 ②合計 181 

① +②総計 982 

注）令和 6 年 4 月 1 日現在の指定数 ※市外事業者を除く 
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（２）重点指導事項 

   『令和 6 年度豊中市指定障害福祉サービス事業者等指導実施方針』における主

な重点指導事項は以下のとおりです。 

① 人員、設備及び運営指導に関する事項 

ⅰ．利用者の権利擁護及びその観点を踏まえた適切な支援（利用者の人権尊

重） 

ⅱ. 虐待の防止及び身体的拘束等の原則禁止 

ⅲ．非常災害対策 

ⅳ．衛生管理等（感染症等の予防、発生時の対応及び従業者の健康診断の適 

正な実施等含む） 

ⅴ．事故発生時の対応（事故防止の取り組み等含む） 

ⅵ．人員基準の遵守 

ⅶ．サービスの提供の記録（記録及び利用者確認等含む） 

ⅷ．個別支援計画の作成等 

ⅸ．業務継続計画の策定 

② 報酬請求指導に関する事項 

ⅰ．自立支援給付等の適正化 

ⅱ．例外的な態様でのサービス提供の算定要件の遵守 

ⅲ．加算の算定要件（各加算要件に関する記録等）の遵守 

 

（３） 実施状況 

①  集団指導 

集団指導については、令和 5 年度に引き続き、市のホームページを活用したｗ

ｅｂ形式で実施しました。 

各事業者において、市ホームページに掲載した各資料や動画の内容の確認及び

事業所内での周知研修を実施したうえで、豊中市電子申込システムに掲載したア

ンケートに対し、周知研修の実施状況や事業所運営に関する内容の回答をもって、

集団指導への出席とみなしました。 

 

ⅰ 指定障害福祉サービス事業者等 

（令和 6 年度 指定障害福祉サービス事業者等 集団指導） 

・開催年月日     令和 6 年 8 月 28 日（水） 対象事業者に実施通知送付 

・アンケート提出期限  

第 1 期日：令和 6 年 9 月 27 日（金）※ 
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第 2期日：令和 6 年 10 月 9 日（水） 

※第 1 期日までに提出が確認できなかった事業所については、9 月 27 日（金）

以降に提出要請を実施。アンケート項目に回答遅延理由を追加して回答を求

めた。 

・出席数    353 事業所 

  ・欠席数      5 事業所 

  ・内容     指定障害福祉サービス事業者等に対する指導及び監査について 

          令和 6年度報酬改定 

          実地指導における主な指導項目  等 

 

ⅱ 指定障害児通所支援事業者等  

（令和 6 年度 指定障害児支援事業者等 集団指導） 

・開催年月日     令和 6 年 8 月 28 日（水） 対象事業者に実施通知送付 

・アンケート提出期限  

第 1 期日：令和 6 年 9 月 27 日（金）※ 

第 2期日：令和 6 年 10 月 9 日（水） 

※第 1 期日までに提出が確認できなかった事業所については、9 月 27 日（金）

以降に提出要請を実施。アンケート項目に回答遅延理由を追加して回答を求

めた。 

  ・出席数    116 事業所 

  ・欠席数      5 事業所 

  ・内容     指定障害福祉サービス事業者等に対する指導及び監査について 

          令和 6年度報酬改定 

          実地指導における主な指導項目  等 

 

②  運営指導 

本市が所管する指定障害福祉サービス事業者等のうち、令和 6 年度の運営指導

については、これまでの実地指導の実施状況、市に寄せられた苦情相談、関係行

政機関等からの情報提供、集団指導の出席状況等を勘案して対象となる事業者を

選定し実施しました。 

※国通知に基づき、「実地指導」は令和 6 年度から「運営指導」に変わりました。 
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表 3-2 

【サービス分類ごとの運営指導実施状況】（令和 6年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

自立支援給付 657 75 76 447（445・2） 242 

 相談支援 75 0 0 0（ 0・ 0） 0 

訪問系 439 73 74 428（426・2） 235 

日中活動系 109 2 2 19（19・ 0） 7 

居住系      34 0 0 0（ 0・ 0） 0 

地域生活支援 144 26 25 140（139・ 1） 69 

 地域生活支援 144 26 25 140（139・ 1） 69 

障害児通所支援給付及

び障害児相談支援給付 
181 18 18 242（242・ 0） 86 

 障害児通所支援 154 18 18 242（242・ 0） 86 

 障害児相談支援 27 0 0 0（ 0・ 0） 0 

合 計  982 119 119 829 ( 826 ・ 3 ) 397 

 

 

参考【サービス分類ごとの実地指導実施状況】（令和 5 年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

自立支援給付 675 123 105 821（804・17） 391 

 相談支援 79 25 13 90（ 89・ 1） 36 

訪問系 455 60 61 373（358・15） 230 

日中活動系 107 31 26 267（266・ 1） 102 

居住系      34 7 5 91（ 91・ 0） 23 

地域生活支援 146 16 16 106（101・ 5） 46 

 地域生活支援 146 16 16 106（101・ 5） 46 

障害児通所支援給付及

び障害児相談支援給付 
166 30 18 245（245・ 0） 77 

 障害児通所支援 138 21 13 199（199・ 0） 63 

 障害児相談支援 28 9 5 46（ 46・ 0） 14 

合 計  987 169 139 1,172 (1,150・22)  514 
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表 3-3【サービス種類ごとの運営指導実施状況】（令和 6 年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

自立支援給付  

 相談支援 

 

地域相談支援 44 0 0 0 ( 0 ・ 0 ) 0 

計画相談支援 31 0 0 0 ( 0 ・ 0 ) 0 

訪問系 

 

居宅介護 176 26 26 174 (173 ・ 1 ) 88 

重度訪問介護 156 26 25 122 (121 ・ 1 ) 77 

同行援護 81 17 20 103 (103 ・ 0 ) 63 

行動援護 16 4 3 29 ( 29 ・ 0 ) 7 

短期入所 10 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

日中活動系 療養介護 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

生活介護 44 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

就労継続支援A型 5 2 2 19 ( 19 ・ 0 ) 7 

就労継続支援B型 37 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

就労移行支援 11 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

自立訓練 3 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

就労定着支援 7 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

自立生活援助 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

居住系 共同生活援助 33 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

障害者支援施設 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

地域生活支援 

 地域生活支援 移動支援 135 26 25 140 (139 ・ 1 ) 69 

日中一時支援 2 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

訪問入浴 4 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

施設入浴 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

地域活動支援 2 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

障害児通所支援給付及び障害児相談支援給付  

 障害児通所支援 児童発達支援 68 9 9 114 (114 ・ 0 ) 43 

放課後等デイサービス 81 9 9 128 (128 ・ 0 ) 43 

居宅訪問型児童発達支援 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

保育所等訪問支援 4 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

障害児相談支援 障害児相談支援 27 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

合  計 982 119 119 829 ( 826 ・ 3 ) 397 



 

39 

参考【サービス種類ごとの実地指導実施状況】（令和 5 年度） 

 所管数 計画数 実施数 指導数（文書・口頭） 助言数 

自立支援給付  

 相談支援 

 

地域相談支援 48 16 8 36 ( 36 ・ 0 ) 22 

計画相談支援 31 9 5 54 ( 53 ・ 1 ) 14 

訪問系 

 

居宅介護 176 23 25 157 (151 ・ 6 ) 97 

重度訪問介護 160 22 24 141 (135 ・ 6 ) 93 

同行援護 89 9 8 46 ( 44 ・ 2 ) 24 

行動援護 18 4 4 29 ( 28 ・ 1 ) 16 

短期入所 12 2 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

日中活動系 療養介護 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

生活介護 45 10 8 87 ( 86 ・ 1 ) 33 

就労継続支援A型 5 3 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

就労継続支援B型 37 8 7  88 ( 88 ・ 0 ) 34 

就労移行支援 10 5 5 47 ( 47 ・ 0 ) 19 

自立訓練 2 1 1 11 ( 11 ・ 0 ) 2 

就労定着支援 6 4 4 30 ( 30 ・ 0 ) 12 

自立生活援助 1 0 1 4 (  4 ・ 0 ) 2 

居住系 共同生活援助 33 7 5  91 ( 91 ・ 0 ) 23 

障害者支援施設 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

地域生活支援 

 地域生活支援 移動支援 137 16 16 106 (101 ・ 5 ) 46 

日中一時支援 2 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

訪問入浴 4 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

施設入浴 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

地域活動支援 2 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

障害児通所支援給付及び障害児相談支援給付  

 障害児通所支援 児童発達支援 62 9 5 79 ( 79 ・ 0 ) 23 

放課後等デイサービス 70 12 8 120 (120 ・ 0 ) 40 

居宅訪問型児童発達支援 1 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

保育所等訪問支援 5 0 0 0 (  0 ・ 0 ) 0 

障害児相談支援 障害児相談支援 28 9 5 46 ( 46 ・ 0 ) 14 

合  計 987 169 139 1,172 (1,150・22) 514 
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（４）行政処分 

   対象なし 

 

（５）主な指導事項 

① 人員に関する事項 

・人員基準の遵守 

事業所が配置すべき人員については、サービスごとに人員基準等において定めら

れていますが、タイムカード等勤務の実績を確認できるものが無いなど、事業所ご

との勤務体制が明確にされておらず、配置されている人員数の確認ができない事例

がありました。 

運営指導においては、職種ごとに必要な人員数及び配置すべき人員数を事業所に

おいて把握し、現在の配置状況が確認できる書類等を整えるよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

② 運営に関する事項 

・個別支援計画に係る手続きの不備  

個別支援計画に係るアセスメントの実施、個別支援計画に係る会議の開催、利用

者への交付等一連の手続きが適切に行われていない事例や個別支援計画の作成日、

説明日及び交付日を記録していない事例がありました。 

運営指導においては、個別支援計画を作成するにあたって、基準等の規定に基づ

いた適切な手続きを行うよう、また作成日等の記録をするよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

○事業所に置くべき従業員およびその員数について確認ができないため、勤務

実績等を作成し、確認できるようにすること。 

○営業時間を通じて必置の職員が配置されていることが確認できないため、勤

務実績等を作成し、確認できるようにすること。 

 

○アセスメントを実施したことが確認できるようにすること。 

○個別支援計画の作成に係る会議（利用者に対するサービスの提供にあたる担

当者等を招集して行う会議）を開催し、計画の原案の内容について意見を求

め、記録に残すこと。 

○個別支援計画を作成した際に利用者に説明及び交付したことが確認できるよ

うにすること。 
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・サービス提供時の記録・利用者確認の漏れ 

サービス提供の内容がその都度記録されていないなど、提供時の記録や利用者確

認が十分行われていない事例がありました。 

運営指導においては、必要な記載事項を網羅したサービスの提供の記録をサービ

ス提供の都度作成したうえで、利用者の確認を得るよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

・非常災害対策 

火災、地震の防災マニュアルや水防法等に基づく避難確保計画は作成されていた

が、非常災害対策に関する事業所の具体的な計画としては、基準上必要な項目が不

足している事例がありました。 

運営指導においては、非常災害対策に関する事業所の実態に即した具体的計画を

定め、定期的な避難訓練を行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

・業務継続計画 

非常災害時に係る業務継続計画は作成されていたが、感染症に係る業務継続計画

を作成していない事例などがありました。 

運営指導においては、感染症に係る業務継続計画、非常災害時に係る業務継続計

画をそれぞれ作成するとともに、定期的な研修や訓練を行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

○サービスの提供の記録について、月末等にまとめて記録するのではなく、その

都度記録すること。 

○利用者から、サービスの提供の記録の確認を受けたことが確認できるようにす

ること。 

○非常災害対策に関する具体的計画を立てること。 

○定期的な避難訓練を行うこと。 

○「感染症に係る業務継続計画」及び「災害に係る業務継続計画」をそれぞれ作

成すること。 

〇研修及び訓練を定期的に実施するとともに、その実施記録を作成すること。 

○定期的な避難訓練を行うこと。 
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③ 介護給付費等の算定及び取扱い 

・例外的な態様でのサービス提供を算定する際に必要な手続要件の不備 

例外的な態様でのサービス提供をした際に、障害福祉課との事前協議等の必要な

手続を経ずに請求している事例がありました。 

運営指導においては、事前協議をしたうえでその内容を記録する等必要な手続を

行うよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

・加算の算定要件の不備 

加算を算定するうえで必要な要件を満たしていないにも関わらず、加算を算定し

ている事例がありました。 

運営指導においては、各加算の要件を示し、請求時の事後確認のみならず、従業

者への日ごろからの注意喚起や定期的な研修の実施などの方法で適切な請求ができ

るよう、事業所として取り組むよう指導しました。 

 

【具体的な指導事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）対策 

 ① 障害福祉サービス事業者連絡会における周知 

行政処分事例や、事業運営上注意するべきことを周知するとともに、運営状況

の自主点検を行うよう注意喚起を行いました。また、令和 6 年度の報酬改定に伴

い、事業者が取り組むべき内容についての周知を行いました。 

○原則請求できない通院等介助においての「院内介助」については、援護の実施

者との事前協議や、個別支援計画に位置づける等の必要な手続を経たうえで請

求を行うこと。 

○送迎加算の要件を満たしたうえで、加算を算定すること。 

○特定事業所加算の要件を満たしたうえで、加算を算定すること。 

○欠席時対応加算の算定にあたって、当該相談援助の内容を記録に残すこと。 

○福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するに当たって、福祉・介護職員等処遇

改善計画書、キャリアパス要件について、職員に周知していることが記録から

確認できるようにすること。 
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・令和 7 年 2月  4 日：豊中市障害児者日中活動事業者連絡会 

・令和 7 年 2 月 20 日：豊中市障害者短期入所事業者連絡会 

・令和 7 年 3 月 11 日：豊中市障害者グループホーム事業者連絡会 

・令和 7 年 3 月 13 日：豊中市障害者就労支援連絡会 

・令和 7 年 3 月 21 日：豊中市障害者居宅介護・移動支援事業者連絡会 

 

〈周知内容〉 

１．行政処分の事例紹介 

２．令和 6 年度報酬改定 

３．運営指導における主な指導項目 

４．サービスごとの留意点 

 

② 集団指導の実施 

令和 7 年度は、利用者の立場に立ったサービス提供の維持・向上を図るため、

全事業者を対象に、令和 6年度と同様に豊中市ホームページを活用したｗｅｂ形

式により、令和 6 年度の指導監査の実績やサービス提供時の注意事項、令和 6年

度報酬改定等について周知・指導を行う集団指導を予定しています。 

 

③  計画的な運営指導の実施 

令和 7 年度運営指導の重点指導事項を定め周知することにより、事業者の自主

点検及び自主改善を促すとともに、引き続き運営指導を計画的に行うことにより

事業者の育成に努めます。 

 

（７）令和 7年度運営指導の主な重点指導事項 

① 人員、設備及び運営指導に関する事項 

ⅰ．利用者の権利擁護及びその観点を踏まえた適切な支援（利用者の人権尊重） 

ⅱ. 虐待の防止及び身体拘束等の原則禁止 

ⅲ．非常災害対策 

ⅳ．業務継続計画の策定 

ⅴ．衛生管理等（感染症等の予防、発生時の対応及び従業者の健康診断の適正 

な実施等含む） 

ⅵ．事故発生時の対応（事故防止の取り組み等含む） 

ⅶ．人員基準の遵守及び勤務体制の確保 

ⅷ．サービスの提供の記録（記録及び利用者確認等含む） 
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ⅸ．個別支援計画の作成等  

② 報酬請求指導に関する事項 

ⅰ．自立支援給付等の適正化 

ⅱ．加算の算定要件（各加算要件に関する記録等）の遵守 

ⅲ．例外的な態様でのサービス提供の算定要件の遵守 

 

（８）業務管理体制の整備に関する確認検査 

① 一般検査 

業務管理体制の整備に関する届出内容の確認（一般検査）については、業務管

理体制の整備に関する事項の届出がある事業者で本市に立入検査等の事務・権限

がある事業者のうち、29 事業者に対し実施しました。 

いずれも業務管理体制の整備・運用状況は概ね適正と認められました。 

【実施状況】（令和 6 年度） 

 実施数 

指定障害福祉サービス事業者 11 

指定障害者相談支援事業者 6 

指定障害児通所支援事業者 3 

指定障害児相談支援事業者 9 

合計 29 

 

参考【実施状況】（令和 5年度） 

 実施数 

指定障害福祉サービス事業者 38 

指定障害者相談支援事業者 7 

指定障害児通所支援事業者 6 

指定障害児相談支援事業者 0 

合計 51 

 

② 特別検査 

特別検査は、指定障害福祉サービス事業所等の指定取消相当の事案が発覚した

場合に、当該サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び

組織的関与の有無を検証するため実施します。 

   令和 6年度は、対象事業者はありませんでした。 
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http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/hojinshido/shakaifukushihoujin/tuuti.html 
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